
員会で協議することで了承された。

　市長へ提言書を提出したことにより、本委員会の提言書に係る協議は

終了とし、所管事務調査に係る委員長報告の文案については、次回の委

支援に関すること、有害鳥獣に関すること、林業認定制度に関すること

など、それぞれの施策を推進していきたい。」旨の講評をいただいた。

　休憩中に、市長へ提言書を提出し、市長からは「スマート農業・スマ

ート林業に関すること、農地の集約に関すること、６次産業化に対する

振興に関する提言書」について、軽微な修正がなかったため、その提言

書を市長へ提出することで決定した。

 ☆　審 査 事 項 結　果

　1　所管事務調査 左記のとおり

　令和６年８月３０日に開催した経済建設委員会にて、協議した「農林

日 ( 水 ) 午後3時

☆ 会 議 室 委員会室

経 済 建 設 委 員 会 審 査 結 果

☆ 開 催 日 時 令和 6 年 9 月 25


